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国際的に動き出した無形文化遺産の保存における課題  

星野 紘※  

ー．日本の無形文化遺産存続の危機と保存の努力の実例から   

当テーマの無形文化遺産保存の国際的動向と検討課題を記す前に日本の状況を述べて話の糸  

口としたい。存続の危機の度合いが異なる三例を紹介するが，それらは無形の文化財（ユネス  

コの概念では無形文化遺産）として保存を図る行政的施策のむずかしさをも反映している。物  

としての文化財（有形文化財）の場合とは異なって，生きて存在している対象だけにそれは常  

に変化しているものに対する複維さと言い換えていいのかもしれない。平成十三年北京で開催  

された無形文化遺産の保存に関する某シンポジウムで，求められて日本の無形文化遺産存保存  

施策の概要を説明したことがある。中国政府の行政機関の有位のポストについている英人が私  

の話を聞いて，「それだけ長年月の間，保存のための行政施策を展開してきた日本では，なんら  

心配することなんてないんでしょうね？」と質問してきたのでびっくりした。中国にはそのた  

めの法律も未だ制定されていなければ，日本のような行政施策が展開されたこともなかったの  

で，仕方のない質問だなとは思ったが，そんなことは絶対にあり得ないのである。行政施策の  

有無に関わらず無形文化遺産伝承それ自体は常に流動して止まないものなのである。   

束海地方の三河（愛知県），信濃（長野県），遠江（静岡県）が接する一帯には田楽，猿楽，  

l一ゆl＿ 呪師の芸などという我が国の中世に盛行したもので，その面影を今に遺す芸能伝承が三十ケ所  

近くも伝えられていて，そのうち新野の雪祭（長野県）や西浦の田楽（静岡県）等は折口信夫  

等によってその存在価値が喧伝されてきた。それ等のほとんどの伝承を踏査しての調査記録に  

もとずいた『中世芸能の研究』（昭和四十五年 新読書社刊）を著した新井恒易の記述によれば  

いずれも価値ある内容を有してきた。そのうちの一つ，静岡県天龍市神沢（現在浜松市）の万  

福寺阿弥陀堂の正月五日の祭りのそれは，昭和三十年代から四十年代にかけての高度経済成長  

期を填いにして衰退の末路をたどった。そのプロセスを説明している『文化財愛護活動推進方  

策研究委嘱報告書』（平成九年 文化庁文化財保護部刊）によると，その原因の一つは当該地域  

の急激な人口の過疎化硯象に帰因していたようである。   

資料1を参照していただきたいが，第二次大戦前の昭和十一年や終戦直後の昭和二十二年，  

そして昭和三十年では人口はニセ00人から二五00人とほぼ一定していたのであるが，高度  

経済成長期未の昭和四十五年には以前に比べて七00入滅の－八○二人となっている。さらに  
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資料1  

1936・Sll   1947・S22  1955・S30  1970・S45  1989・Hl  1996・H8   

能 蒐  

人口  2762   2635   2525   1802   1210   1052  

区                   世帯数  418   435   422   390   321   305   

熊中学校生徒  ＊＊＊＊  174   192   122   37   36  

中学生  小学生  未就学児   

年齢  14  13  12  田  10  9  8  7  6  5  4  3  2  ロ  0   
人口  13  10  13  15  17  12  13  12  12  7  5  6  2  4  3  
このデータで見る限り，小学生の児童数は，平成13年度には硯在の中学校の生徒数とほぼ同じにな  

り，続く14年度以降は30人にも満たなくなる。また，中学校も，現在とほぼ同じ規模でいられるのは  

平成15年度までで，平成20年度には全校生徒数9名ということになってしまうのである。この人数で  

は，田楽を担い切れるものではない。それどころか，学校そのものの存続さえ危ぶまれる状況にもな  

りかねないことが予想できるのではなかろうか。  

その後の十九年間で六00人の減，そのまた七年後には二00人の減ととめどもなく人口減少  

を続けて釆たのである。二つ目の原因として，多くの地域住民のサラリーマン化を招いた住民  

の第一次産業からの就業形態の変化が引き金になったと指摘している。ちなみに当該神沢地区  

の子弟が通学している熊中学枚の保護者の三十パーセントは山林業務，茶，椎茸，舞茸栽培な  

どに従事しているものの，その人達とても平野部の事業所に勤める者が増えていると記してい  

る。新井恒易は先述の著書の中で1，昭和十九年同人が探訪調査した時のものとして三十九番の  

演目次第を書き出しその詳細を報告している。ところが，第二次大戦中にそれが途絶え，昭和  

二十五，六年頃に復活をみて昭和三十年代の終り頃までなんとか続いていたようであるが，そ  

の以後は立ち行かなくなったようである。その経緯理由の詳しいことは不明であるが，ともか  

く祭りの場所である万福寺阿弥陀堂がすでに退転し本来のお堂が無くなっているので，その辺  

に鍵が隠されていたのであろうか。ところがこの「神沢の田楽」の火種が皆無となったわけで  

もなかったようなのだ。天龍市教育委員会と熊中学校と，かつての田楽従事者古老をも含めた  

地元住民の尽力によって，昭和五十年より，消えかけた炭火に息を吹きかけて火勢をなんとか  

とりもどそうという試みが始まったのである。つまり熊中学校の郷土研究クラブの生徒達が  

「神沢の田楽」の複活伝承活動に着手したのである。そのとき中学生を指導したのが従前からの  

田楽伝承者だったらしいこと，そういう人達の保存会が当時はなお存在していて，そこが所有  

する太鼓やイ反面を中学生に貸し出していたこと，さらにその保存会が毎年二万円を必要経費と  

して中学校のこの活動に寄付していたことなどを，平成十年に小生が熊中学校を訪問した析，  
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担当の教師や校長先生から伝え聞いた。ということは，中学生の伝承活動に託すという格好で  

なお伝続の「神沢の田楽」の火は皆無となっていなかったのだと思われた。もっとも伝承演目  

は五，六番程度と極めて少なくなっており，しかも文化祭かなんかのイベントの折の発表演目  

としてであるから，本来の阿弥陀堂での正月五日の祭りの雰囲気は味わえようのないものとな  

っていた。中学校のクラブ活動としてかつかつ命脈を保ってきた「神沢の田楽」も人々の努力  

もむなしく，やがて消え去るだろうと，先に引用した報告書が述べていたのだから，無形文化  

遺産にとっては実に悲しい今日の時代だということである。地域の人口過疎化に追い討をかけ  

るようにさらに高齢化，少子化が進行し事態は悪化しているのである。資料2をみていただき  

たい。平成八年度に三十九名いた熊中学校の生徒数は平成二十年度には九名に激減すると推定  

され，その数字では田楽に必要な諸役の最低人数を割り込むことになるのであり，今日行われ  

ているクラブ活動としての「神沢の田楽」としてももはや活動して行けなくなるのである。し  

かも悪いことに，平成十年に私に話をしてくれた校長先生は，熊中学校自体が単独では存続し  

えなくなり，他の学校と統廃合されかねないのだと心配していた。2007年2月に聞いた情報では，  

すでに熊中学校は旧天童市市街地のそばの学校に統廃合されてほっているとのこと。まさに絶  

体絶命のどンチを迎えた感の「神沢の田楽」である。このような事例に接すると，無形文化遺  

産を遺そうとする人々の努力や行政的施策が，どれほど有効に時代の推移に歯止めをかけるこ  

とが出来るものなのか悲観的にならざるを得ない。   

次に，神沢の田楽の場合のように祭り行事の枠組みがすでに崩壊していて，その中味（田楽）  

だけを復活再生させようという，最初から危機的状況の深刻な例よりかはやや健全といえる状  

況の伝承例を紹介する。それは千代田の花田植（広島県）という，田植え行事にともなう田の  

神の祭りと歌のやりとり，それに太鼓などの楽器を喋任したてて行われるものである。本来の自  

然な状況での姿は崩れかけているのだが，地域住民が地元の町の行政的支援を受け，なんとか  

それらしい形を持続させようと努力しているものである。一般の農家の田植え作業はほとんど  

が機械植えと様相を一変させてしまっているのだが，この花田植では肉体労働時代（高度経済  

成長期前）の手植え作業のスタイルを維持するという，特別なはからいのもとで展開されてい  

る。その顕著な事例は牛の代掻きの次第に現れている。早乙女通が田植えに取りかかる前に行  

われる十数頭の飾り牛が列をなして代掻きをする次第である。田耕作業が機械化される前は多  

くの農家が牛を飼育していたのだが，今や花田植のこの場面に登場するような飼い牛は農作業  

には全く不要となった。それで一年に一度のこの行事のためにわざわざ牛を飼育する杏特な農  

家が出現したのである。普段は田圃に入ることがないこの牛連の働きぶりは昔のようにうまく  

はいっていないけれども，行事のこの次第はなんとかこなしているのである。また行事の行わ  

れる場所は一般の農家の耕作地とは趣きを変えて，この行事のために特設された田圃である。  

さらに開催期日も毎年六月の第一日曜日に決められて行事関係者が都合のよいように設定され  

ている。これを見学する人達は近隣の農家の人達というよりも，全国各地からの遠来のカメラ  
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マンや観光客の方が多くを占め，主催者もそのことを意識して，行事の各次第ごとに逐一アナ  

ウンス解説を付して伝統の行事を展開している。以上にみたように一種イベント化しているこ  

の伝承の真正性に疑問を投げかけた研究論文も出ているのであるが，この場合は「神沢の田楽」  

のような例とは違って，従来の祭り行事の形が曲折を経ながらも今日なお継続しているのであ  

る。飼い牛の状況にみられるような，篤志家の経済的負担と，過去を想うノスタルジアに支え  

られて存在している行事であり，少なくとも健康な状態にあるとはいえないものであろう。   

三つ目に，以上の二例とは異なり，同様の社会経済的生活環境の変化の時代をくぐり抜けて  

はきたものの，比較的に従前からの伝承の崩れ具合いが少ない事例を紹介する。日本全体とし  

てはこの状態の伝承例が一般には多いと思うのであるが，最近探訪の機会を得た沖縄県八重山  

の「竹富島の種子取祭（たんどる）」である。今年（二00六）十月末にほぼ三十年ぶりにこの  

祭りを再見したのだが，外見の印象からはほぼ以前と変りなく祭り行事（芸能）が遂行されて  

いるように感じられた。もちろん島の人口の過疎化，高齢化，少子化といった人口の動態状況  

をはじめ，高度経済成長期に全国的に生じた民俗伝承の衰退現象がこの島にも波及していた。  

この時に生じた祭り遂行上の具体的な場面での変容と，島民連のそれに対する対応（努力）ぶ  

りを見てみよう。生年世代別の島民からのアンケート調査結果のレポートを載せている秋山博  

之の論文Zによると，第二次大戦前には一000人ほどいた島民の人口は，高度経済成長期にな  

った昭和四十年頓には六00人ほどに減少していた。それが，さらに沖縄が本土復帰した昭和  

四十七年には三00人ほどに激減しており，平成七年には二六二人にまで落ち込んでいる。こ  

の間島民は沖縄本島や石垣島，あるいは東京等の本土方面に離島して行ったのである。一方島  

民の生業も農業から観光業へと転換してきたのである。また少子化現象の中で島の小中学生も  

極めて少なくなった。このような変貌の中で島民の種子取祭に村する意識にも変化が現われた。  

高度経済成長期以前には，子供達にとって種子取祭の芸能の所役につき出演することは大変名  

誉なことと感じられていたのだが，子供の数が激減している今日では，祭りの芸能の所役を演  

ずることは義務化しており以前のようなわくわくした気持ちは少なくなっているということで  

ある。また毎年のこの祭りには，島外へ移住して行った人々（竹富島郷友会のメンバー）が多  

勢でツアーを組んで帰島し参加しているのであるが，そういったことにともなう負担が一榎の  

重荷として意識されつつあるようにもうかがえる。この祭りの伝統の重要な骨格となっている  

演目「ホンジャー（長者）」役を代々世襲で勤めてきた政座間部落の国書永二氏は，毎年島外  

（那覇など）から祭りのたびごとに帰島してこれを演じてきたのだが，この負担の重さの問題を，  

遠慮したもの言いながら提起している3。つまり毎年の帰島にともなう旅費は今の時代となって  

は国書家個人の負担ではなく，祭りの公費という考え方に切り変えるべきではないかというの  

である。もう一つの間置提起は，現在竹富島にて先祖伝来の国書家を守り住んでいるのは氏の  

娘夫婦なのであるが，祭りにともなう彼等の負担にも配慮してほしいというのである。つまり  

祭り（芸能上演日）の前一週間は毎夜同家を会場として狂言役の面々（鳥人）が稽古を行う慣  
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例となっているのである。従来は国吉家としてはそれを当然の賓務と受け取め名誉あることと  

して対応してきたのだが，今日ではそういうボランティア的行為にともなうメリットはなくな  

J；‡，／二 っている。つまり，かつて国吉家は島の重立ちとして集落住民に宋配をふるっていたのだ。今  

日の娘夫婦一家の意識としては，この・一週間の間に家族のプライバシーが覗かれてしまうこと  

への不満や，その間訪問する狂言役の人々への茶菓の接待へのわずらわしさという気持ちが強  

くなっているというのである。ところで，もつか観光立島へと島の行政方針を転換して以来，  

島は生気を取り戻しつつあるという1。昭和凹十七年の沖縄の本土復帰を機に本土の企業が鳥の  

土地の買い占めに盛んに来島したのだが，島の行政を担当する竹富島公民館はこれを拒絶し，  

赤い瓦屋根驚きの沖縄独特の伝統的な住居集落の維持存続に力を注ぎ（島の集落の家並みは平  

成九年伝統的建造物群保存地区として国の選定を受けた），きれいな白砂の珊瑚礁の砂浜（星砂）  

を観光の売り物として（竹富鳥は昭和四十七年に指定された西表国立公園の中に位置している）  

観光立島を心掛けてきた。その結果今日では年間三十五万人の観光客の来島があって，土産物  

品屋や民宿，水牛乗車島巡りなどが賑わっているという。また島の人口もここ十四年間連続し  

て増加中ということで，現在の人口は三五一叩・人となっているとのこと．‥晦の観光の頗のひとっ  

として当該種子取祭ももちろん位置付けられている（昭和五十二平に重要煉形民俗文化財とL  

て国指定されている）。本年（二00六）の祭りにおいても岬一五00人ほどの見物客が世相御嶽  

の祭場に詰めかけていたが，多くの人達は小生をも含めた島外からの観光客であった。これ等  

観光客へのサービス（配慮）の－一つとして，竹富鳥と石垣．鶴間を結ぶ定期航路の増便措置がな  

されていた。祭り（芸能）の終演時間にあわせていつもより遅い時間での便を設窟し，また祭  

り行事次第の方も石垣島のホテルに栢を取っている観光客の便宜をはかるべく洒日進行の時間  

調整がなされていた【〕もっともこの祭りを全くの観光目当てにイベント化してしまうことに対  

して島当局は懲戒していた。祭りの伝統を維持継続して行くために観光客におもねることは避  

けようとしていた。つまり祭り（芸能）の二日間（本年は十月二十八日と二十九日）は【・一切の  

観光業務を島民をあげて禁止しているのである「このような島当局の統制施策については，瞥  

段は住居の修繕工事への規制などに対して不平を漏らしているような人々でさえも，祭り運燭・  

上の何かの役割を担当するなどして桟極的に協力しているとのことであったぐ，腐民のアイデン  

ティティはこの祭りの伝統の中にこめられており，それは絶対に守って行こうとの憩純が強い  

ように思われた．。   

以上日本の実例を三例紹介したが，私が思うに他の国々においても日本と同じような状況が  

みられ，同じような問題が生じていることであろうと思う。もっとも日本国内においては，  

日々新聞などのメディアが海外情報として報じているような戦争や内戦，あるいは民族間の対  

立抗争や宗派間の激烈な抗争宗教が今起っているわけでないし，また貧困が社会問題化してい  

るわけではない。もちろんそのように私達日本人の体験や理解を超えた様々な個別の事例が存  

在しているのであろうことは十分に予想できる〔1しかしながら無形文化適度が現在置かれてい  
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る状況については，今日の経済発展など時代が急激に変転して行く中で，各種伝承の本来の真  

正性を保存しようという人々の如何なる努力ももはや功を奏さないという事態は，世界各地で  

起こっているとともに日本も同じだということである。さらに敷延して言えば，二00六年四  

月に発効した無形文化遺産条約のもと，国際的に動き出した無形文化遺産の保存という人類の  

崇高な歩みにとって，最大かつ困難な課題とは，日本の実例で述べたような危機的状況に対し  

て，一体如何なる村処方接が見い出せるのかにあるのだと思う。  

二．国際的に動き出した無形文化遺産の保存における個別の課題のいくつか   

昨今日本国内や中国などの近隣諸国を探して思うことのひとつは，世界遺産（文化遺産，自  

然遺産）が各地でとても話題となっていることである。その登録が行われた地域には観光客が  

多くやってきて地元の経済が潤い，他地域の人々の羨望の的となっている。これの非物質版と  

でもいうべき無形文化遺産を保存するための国際的枠組としての無形文化遺産条約が平成十五  

年に開催されたユネスコの第三十二回の総会でその制定が採択されていたのだが，先述のよう  

に本年（二00六）それが発効をみたのである。ユネスコ加盟の世界の各国では，もっかこれ  

への関心の高まりを今見せているのである。これに関する国際会読が各地で行われているよう  

であるが，本年（二00六）たまたま参加の機会を得た台湾と韓国でのこの種のシンポジウム  

のことを報告してみたい。今後，この条約が実施に向けて走り出して行く中で，具体的な課題  

として浮かび上がってくるのではないかと感じられた二つ，三つのことについて以下に言及し  

たい。   

（－）台湾のシンポジウムで発表のあった伝統の変容の問題など   

当該無形文化遺産の保存が国際間で今日のような形で取り沙汰されるようになってから，既  

に十七年にもなる。平成元年にユネスコは加盟各国に対して，「伝統文化及び民間伝承の保護に  

関する勧告」を行ってこれの保存を促したのである。その後，平成十三年，十五年，十七年の  

三回にわたってユネスコは，「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」を行い，都合九十件の世  

界の傑作がノミネートされて称揚され，無形文化遺産保存への国際的な機運が大いに高まった。  

ここ数年それへ向けての申請のための選考作業が各国で展開されてきたのである。   

本年（二00六），四月台湾の台中県にて「二00六年大甲蠣祖国際学術研討会」が開催され  

た。このシンポジウムは，台中県の大甲鋸潤宮という道教の廟の鴫祖という女神が，七夜八日  

をかけて台湾中部の四つの県内各地の八十ケ所もの廟を巡拝し廻るという盛大な祭り（約三百  

▲、ム■．ご キロほどの距離を経巡り，数十万人が参加するという）の，種々の行事の一つとして執り行わ  
れた。台湾当局が当該国際シンポジウムを開催したきっかけは，右に述べたユネスコ主導の無  

形文化遺産保存の動向に呼応したものであろう。蠣祖の祭りに代表されるような無形文化遺産  

の存在価値の大きさを強く認識して当シンポジウムが出発したものであることは，会議冒頭の  

ー82－   



台湾の文化財保護行政を所管している行政部門のトップである行政院文化建設委員会主委の郎  

坤良氏の基調講演の熟っぼい口調から了解できた。演題は「探向民間無形文化活力ー従大甲鴫  

視遼境香出費」というもので，大甲鍍潤首の鳩祖の祭りに見られるような，無形文化遺産とし  

ての民俗文化が有する活力の意義深さに，今こそ目を向けるべきだという趣旨のものであった。   

ヨーロッパにおいても我々の東アジアの祭り文化と性格的に類似している伝承があり，しか  

も今日当面しているそこにおける変容ぶりも我々のものと共通しているらしいことを示してく  

れたのが，台湾からは丁度地球の裏側に位置しているベルギーから参加したリュージュ大学数  

授のFranGOiseLrempereur女史の発表であった。内容は平成十五年に傑作宣言されたベルギーの  

「バンシュのカーニバル」と平成十七年に傑作宣言されたベルギーとフランスにまたがる地域の  

「巨人と巨龍のパレード」に関するものだった。いずれもキリスト教的な民俗伝承であるが，単  

に娯楽遊戯や芸能の類いだけを有するものではなくて，それを包含している祭儀性に本質があ  

るという点で，日本などの伝承と性格が類似しているものだ。それらが当面している状況は日  

本の「竹富島の種子取祭」のようなレベルにあって，今すぐその存続の危機を云々する状態に  

はないものである。女史が問題として指摘していたのは，商業主義的な宣伝やメディアによる  

過度な取材などの相応ぶりが本来の姿をそこねているのではないかという心配である。もう一  

点の指摘は洋の東西を問わず各国で共通に問題になっていることだなと思った点である。端的  

に言うと，無形文化遺産の変容は恐れてはならないという考え方である。そのことはそもそも  

条約の無形文化遺産の定義に説明されているのだと説く。ちなみにその定義とは，「無形文化遺  

産は，たえず環境，自然と歴史との相互関係に応じて，地域共同体や団体によって再創造され，  

そのようにして世代から世代へと受け継がれているものである」とある。ベルギーのカーニバ  

ルにおける奇妙な態の多勢の男達のジル，またベルギーとフランスにまたがる地の巨人と巨龍  

のパレードについて，女史は具体的に説明している。いずれの伝承とも中世に始まったとか，  

あるいは六百年の歴史を有するとかという近世以前からの伝承であって，宗教的祭儀性にその  

本質を有していた。これが，十七，八世紀に人気を博した演劇のキャラクターがこれに影響を  

及ぼしたり，あるいは今日までに，山車やパレードの余興的賑わいの方に力点が置かれるとい  

った世俗化の方向が強まった。そういった変化の極端な例として，巨龍が登場する男性しか携  

わらないはずだったその祭りに，二00一年に二人の女性役を登場させたために賛否両論の議  

論が巻き起こったという。同女史はこの種の極端な変容までを許容すべきだと言っているので  

はない。地域住民にとっては自然な形で，急激にではなく徐々に時間をかけて受容されて行く  

ような変容，それは許容して行くべきものだとろういう考え方である。思うにこれに相当する  

ことは，日本の場合でいえば，各地の祭日が土曜日曜や祝日に，今改変されつつあること，ま  

た後継者不足から，本来成年男子が勤めるべき役割が女性や子供の手にゆだねられつつあるこ  

となどの例を思いつく。もっとも事柄が自然な変容なのか，それとも違和感を引き起こす変容  

なのかの判断はケースバイケースなのだと思うし，この点が判断に窮する問題となるところか  

と思う。  
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くニ）「韓・中・日無形文化遺産フォーラム」で発表された保存対象と分類の問題など   

本年（二00六）五月三十日韓国の江陵市にて，平成十七年の人類の口承及び無形文化財の  

傑作の一つとして宣言された「江陵端午祭」の祝賀行事にあわせて，「韓・中・日無形文化遺産  

フォーラム」が開催され，折りよく小生も参加の機会を得た。無形文化遺産の保護制度，無形  

文化遺産の分類体系，無形文化遺産の記録作成の三項巨＝ニわたって韓国，中国，日本の三ケ国  

の専門家がそれぞれ発表を行ったが，二番目の保存対象の分類の問題については，無形文化遺  

産保護条約が規定している分類項目に今後どう歩調を合わせて行くべきかという点から，中国  

と韓国の報告者より問題提起があった。今後同条約が執行されて行く過程で，この点は議論と  

なることも予想されるので，日本におけるそれらに関する実状をかさねあわせながら紹介した  

い。   

中国の中央戯劇学院教授の曲士飛氏より，もっか中国で問題となっている点について，次の  

ような報告があった。問題のひとつは，音楽，舞踊，演劇とか，祭り・年中行事とか，あるい  

は神話伝説の口頭伝承表現とかなどの分類項目（もっか中国の国家当局が「民間文化普査工作  

手冊」として提示している項目が十六ある）をもとに全国的リストの選考作業が行われたが，  

混乱がみられたという点である。全国の三十一の省，自治区，直轄市の各々から推薦を得て，  

二00六年の初めに，合計一三一五件の中から最終的に五○一件に絞りこんだのだという。混  

乱の原因は同人によれば，複数の分類項目にまたがる複合的伝承（文化綜合的存在）をどうい  

う項目に振り分けるかにあったという。即ち，演劇とか芸能とかいった芸能に分類される伝承  

が，実は祭りや年中行事の項目の中で行なわれるものだあったり，さらにまたそれには神話伝  
説といった口頭伝承表現項目に分類される由来や信仰が附随しているからであるという。確か  

に，各省，自治区，直轄市の間の考え方のバラツキなどがあっただろうし，また理論的にはそ  

うなのだと思う。しかしながら，日本での経験からすると，様々に小異が生じ得ることだとし  

ても，落ち着くべきところに落ち着いて行く筋合いのことのように思う。日本の文化財保護行  

政のなかで，「民俗文化財」と規定されている伝承の中身は，祭り年中行事と舞踊，演劇などの  

芸能，それにこの両者の背後に存在している基層的な生活文化の三者があり，一番日と三番目  

の要素は風俗慣習と命名され，二番目が民俗芸能と呼ばれている。筆者はこの三者の関係を，  

私的なものであるが，解かりやすいように，仮に図1のように表示してみた5。この図を用いて  

私は曲士飛教授の提起した複合的伝承（文化綜合的存在）の分類立ての困難さについては次の  

ように答えることができる。三者は図のような関係構造にあって三者相互に不即不離の間柄に  

あるから，分類しがたいのは当然のことである。しかしながら次のような経過で自ずから執行  

分類されて行くものと考えられる。即ちひとつは，伝承地域の人々による通称や一般的通念，  

あるいは関連分野研究者の分類などから，右の三要素のうちのどれか1つに絞られて全体を代  

表する形となり得る。確かにそこの見きわめには砕心の注意を払う必要があるのだが。ふたつ  

には長年月の文化財としての保存の行政施策の展開推移の中で，何を保存対象とするのかその  

力点の置きどころに変化が生じ，それにより分類の仕分けが異なってくることもある。日本の  
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経験から例示すると，昭和二十五年から同五十年までは，文化財（無形文化遺産）の対象とし  

て歴史的，芸術的観点からの価値評価が優先していたので，図の申の二番目の芸能要素に焦点  

があてられていたのだが，昭和五十年を填いとして，民俗文化財の概念が採用され，国民の生  

活の推移を理解する上で典型的なものかどうかという民俗性が価値評価基準となり，図の中の  

一番冒や三番日の伝承にも焦点があてられることに変わった。つまりどのような価値基準に力  

点を置いて保存のための行政施策を進めるのかといった時代的変遷が，分類仕分けにも影響を  

与えたのである。一例を挙げると，昭和四十三年に佐賀県の無形文化財に指定された「竹崎鬼  

祭の童子舞」は，当時鬼無全体の中の二番目の芸能，即ち童子舞にスポットをあてたのである。  

ところが昭和六○年にこの同じ伝承が国の重要無形民俗文化財に指定された時には，「竹崎観世  

音寺修正会鬼祭」の名称に変わり，今度は一番目の祭り年中行事の要素に力点を置いていたも  

のとなったのである。もちろん名称はこのように変ったけれども，指定された対象の中には童  

子舞も包含されている。くり返すが文化財保存の行政施策の推移もまた分類の仕方に影響を与  

え得るということである。   

また，曲士飛教授の報告の中には，日本の無形文化遺産保存の行政の中では考えられなかっ  

た分類概念の詰もあった。先述の『民間文化普査工作手冊』が挙げた十六項目の中にある「民  

族語言（民族の言葉）」と「民間美術」の二項目がそのひとつである。前者については，中国は  

日本と追って漠族のほかに五十五という多数の少数民族が一つ国の中で同居しており，衰滅の  

危機に瀕している民族言語が存在し，また，例えばナシ族の東巴文字という象形文字のように  

漢字以外の文字もー部地域では使用されてきたのであり，当項目を挙げるのは当然のことかと  

図1 「民俗文化財」の三種類の伝承の相互関係  
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思われる。また後者については，“美術”については日本の文化財概念では有形文化遺産の重要  

文化財の“美術工芸品”のことを考えてしまい違和感を覚えるのだが，しかしその実態は民俗  

的習俗としての技術と考えられるもののようである。その具体的事例として，正月に吉祥を願  

って作られる木版画の年画とか，泥人形（泥塑）が考られており，その技術のことなら，日本  

でも無形文化遺産の無形の民俗文化財の中に位置付けている（民俗技術）。以上の二項目は，中  

国特有の伝承の存在であり，分布の広がりの大きさを反映したものといえよう。国際協力を前  

提とした今後の無形文化遺産条約の運用にあたっては，条約加盟各国の特殊事情は当然に尊重  

されて行くものだろうと思う。さらにもう一つ曲士飛教授の報告にあった点は，分類概念とし  

ては国際的に議論を巻き起すのではないかと懸念されるものだ。中国の票南省が採用している  

分類項目に，「伝統文化保存区」と「民族民間伝統文化之郷」が掲名されているが，現行の施行  

されている施策を反映した考え方にもとづいている分類項目ではないかと察せられる。それは  

現実に施行されている「雲両省民族民間化保護条例」とか「貴州省民族民間文化保護条例」の  

制度の下で進められているプロジェクト，例えば“雲南文化生態村の建設”と呼称される事業  

が展開されている。民俗文化伝承に特徴を有する少数民族居住の柑などを選んで（もっか五ケ  

所），民俗伝承の各項目個々に保存措置を講ずるのではなくて，地域の伝承の全てをまるごと保  

存を図る事業である。今後の国際間の協議の中で，現行の施策名称を分類項目として立てるこ  

とにおそらく疑問を呈する向きが現われると推されるが，当該条約が無形文化遺産の定義の中  

で言及している「文化空間」を含めた全体の概念に，それが適合するものであるのかどうか，  

なり行きを見守りたい。なぜなら，無形文化遺産の定義の中の各項目全体を複合的に一括して  

保存措置を講ずる施策は，各項目及びそれをと不可分の「道具」「物体」「加工品」や「文化空  

間」をも包括しているものとも考えられ，定義で規定された無形文化遺産の全てを充足した対  

象もまた，無形文化遺産のはずであるから。   

韓国の黄綬詩関東大学教授は，無形文化遺産条約が定義している無形文化遺産の項目を目の  

前において問題提起した。韓国がこれまで遂行してきた無形文化遺産保存のための行政施策に  

照らしての言及である。ひとつは，従来韓国では重要無形文化財指定と民俗資料指定の二つの  

側面からこれを展開してきたけれども，民俗資料の而においては有形の資料については指定を  

行ってきたが，無形の場合には一切ノータッチであったので，これを考えなおさなければなら  

ないという提案である。この韓国の二方面からの施策は基本的には日本の場合と同じである。  

即ち日本では歴史的，芸術的価値に視点を置いた重要無形文化財の指定を行うとともに，国民  

の生活の推移を理解する上に典型的な伝承なのかどうかという視点から，重要無形民俗文化財  

の指定を行ってきているのである。もっとも一部韓国とは相違している。ひとつには韓国が  

「民俗資料」と規定しているところは，昭和五十年以来日本では「民俗文化財」の概念にあらた  

められている。また韓国では無形民俗資料（日本で言う無形の民俗文化財に相当）の指定を行  

ってはいないものの，重要無形文化財指定の中に，日本で重要無形民俗文化財指定に取り上げ  

ている民俗芸能とか祭り年中行事や遊びなどを含めて指定しており，しかも，それらの伝承者  
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に対する保存のための施策（保存に要する支援資金の交付など）には日本以上に手厚いものが  

あるようだ。ここで我々が問題としなければならないのは，韓国と日本の行政的施策の遠いの  

ことではない。無形文化遺産条約のもと国際的な保存施策が遂行されようとしている今日，韓  

国，日本の双方ともに，今それぞれの国内で実施してきた無形文化財と民俗資料（日本の場合  

は民俗文化財）の二方面からの施策の遠いを云々してももはやはじまらないのである。なぜな  

ら条約が定義する無形文化遺産の項目の書き上げは，この双方を同一レベルのこととして区別  

なく扱っているからである。両国ともに，この定義にあわせてどういうリスト（インベントリ  

ー）を作成し，登録申請する伝承を如何に選考して行くのかを考えていかねばならないのであ  

る。   

もう一点黄教授が力説していたのは，神話，伝説，民澤などの口頭伝承表現の指定保存措置  

が韓国では従来なされてこなかったので，もっとこの分野を高く評価し，保存対象としてどん  

どんピックアップすべきだという提案である。確かに当該条約の無形文化遺産の項目の一つに  

「言語を含めた口頭伝承表現」（Oraltraditionsandexpressions，indudinglanguageasavehicleofthe  

intangibleculturalheritage）が掲名されておりそのとおりだと思うのであるが，日本におけるこの  

分野に村する従来の経緯を振り返ってみると，それら伝承が置かれている状況や採用されてき  

た施策の性格がそう思わせたのかなとも思われる（韓国の事情については不案内であるが）。事  

情のひとつは，日本では伝統的な口頭表現伝承は概して衰退状況に置かれているケースが多く，  

現行の表現の芸術性に疑問が呈されることもあって，重要無形文化財の指定を受けたこの方面  

の伝承は古典芸能の分野においてはともかく，民間伝承のものにはなかった。そのかわり「奥  

こぜ 浄瑠璃」「平曲」「管女」「肥後琵琶」などが記録作成等の措置を講ずべき無形文化財に選択され  

て録音記録などを遺す事業が行われた。後者の選択が前者に比べて目立たなかったので一般に  

知られることが少なかった措置だったかと思う。もうひとつは口頭伝承表現伝承の中には民謡  

とか昔話などのように，多くの不特定多数の人達が全国的に伝承してきたものについては，特  

定の個人とか団体とかをピックアップして指定等をする作業が困難を極め（クライテリアの設  

定がそもそもむずかしい），全国的な調査記録の作成事業で済まさざるを得ないということもあ  

った。昭和五十年代から六十年代にかけて実施された，全国各都道府県別の民謡（作業唄）調  

査記録事業がその一例である。この場合のように分類項目として書き出すことが出来ても，そ  

の項目に属している具体的なアイテムの個別の指名が困難を極める場合もあるのである。換言  

すると，分類や何を保存対象とするのかの検討作業においては，学術的分類のほかに，各々の  

伝承の置かれている状況や適応し得る保存措置如何といった点が関連する場合もあるだろうと  

いうことである。ちなみに，今例示した全国の民謡（作業唄）調査記録事業の伝承達は，平成  

の時代に入ってから姿を消してしまった（死去）のであり，単に調査記録作成作業にとどまっ  

たものとはいえ，それが最後の対応措置であった。重要無形民俗文化財の指定等の措置を講じ  

得ないいくつかの理由が口頭伝承の場合にはあったということと，それ以外の方法で対応せざ  

るを得ない場合もあるということである。韓国の場合にもそういう事情があったのではないか  
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と推察する。  

当稿の終りに，ひとつ提言したいことがある。先述した中国の例のように，世界各国の無形  

文化遺産伝承は多岐にわたり，数多くの伝承が存在しているのであり，無形文化遺産条約にも  

とづく登録リストの作成は，是非出来るだけ多くのものを取り上げられるようにしてほしい。  

なぜなら，そもそも優劣の区別をする実効性のあるクライテリア作りが，困難をきわめるもの  

と予想される性格の対象だからだ。先述した，これまで三回にわたって実施されてきた人類の  

口承及び無形遺産の傑作宣言のように，一ケ国が二年に一度一件しか取り上げられないような  

状況は，少くとも束アジアの三ケ国においては，針の穴を通す以上の困難さを味わう作業を強  

いられる事態に至るのではなかろうかと恐れる。中国は五○一件のリストをすでに作りあげ，  

韓国ではこれまで一○九種目重要無形文化財指定しており，日本では八三件の重要無形文化財  

指定がなされ，また二三七件の重要無形民俗文化財指定が行われて，都合三二五件の国の無形  

文化遺産リストがすでに存在しているのである。このような状況を踏まえた上での登録リスト  

の選考方法を是非期待したいものである。  

注  

1 F中世芸能の研究』五二大一五大○頁  

2 「祭りにみるアイデンティティの保存と継承一事例：竹富島の種子取祭」（平成九年『沖縄   

民俗研究』第十七号  

3 「竹富島の世襲文化について」（平成十八年『星砂の島』第十号 瑞木書房刊）  

4 上勢頭芳徳「竹富島憲章二十周年－その今日的意義」（平成十八年『星砂の島』第十号 瑞   

本書房刊）  
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